
全世代型社会保障の構築に向けた医療保険制度の対応と公的統計について 
厚生労働省 江郷 和彦  君 

司会 それでは、時間になりましたので、セッション「全世代型社会保障の構築に向けた医療保険制度の

対応と公的統計について」を開始させていただきます。司会を務めさせていただきます、三井住友信託銀

行の井出と申します。よろしくお願いいたします。 

 今回は、全世代型社会保障を踏まえた、医療保険制度改革の状況について、厚生労働省保険局調査課、

江郷和彦数理企画官にご講演をいただきます。高齢者だけではなく、子どもから現役、高齢までの全世代

を支える社会保障を標榜した全世代型社会保障の考え方と、それに関連した最近の健康保険法等の改正の

内容とその目的、将来像についてお話をいただきます。加えて、医療保険をめぐる公的統計に関しては、

ナショナル・データベース等を活用した、最新の知見についてもご披露いただきます。

お話をいただきます江郷数理企画官は、2001 年４月に厚生労働省に入省され、2018 年７月より、厚生労

働省保険局調査課に配属になり、医療保険制度その財政、それから医療費分析、医療保険制度改革等でご

活躍された後、2022 年７月に現職に就かれております。それでは、江郷様、よろしくお願いいたします。 

江郷 ご紹介にあずかりました厚生労働省保険局調査課の江郷と申します。よろしくお願いいたします。

本日は、「全世代型社会保障の構築」というテーマで、ここ数年の医療保険制度の対応について、主に財政

面等からお話できればと思っております。 

18-1



 

 

まず簡単に、医療保険制度の基礎をおさらいして、その後、令和３年と令和５年で大きな改正を行ってお

りますので、その改正の概略を紹介させていただきます。最後に、時間があれば最近ナショナル・データ

ベース（ＮＤＢ）を活用して拡張してきている「医療費の動向」という統計調査をご紹介させていただい

て、最近のコロナ後の医療費の動向について、ご説明させていただければと思っております。 
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 まず、公的医療保険でございますが、戦前から始まって、昭和 36 年にすべての国民が何らかの公的保険

に加入する国民皆保険制度を実現して、その後発展を遂げてきました。平成に入って以降は、少子高齢化

の問題に直面し、それに対応するための累次の改正を行ってきております。そのような中で、令和３年、

令和５年に、全世代型の社会保障改革を行ったところであります。 

 

 国民皆保険の下で、年間 40 兆円を超えるような医療費を賄っているのですが、その財源構成について見

ますと、約１割が患者負担によって賄われており、残り９割が保険給付を行っているところです。その９

割については、給付の財源として、５割を保険料で賄っているのですが、負担能力に応じた負担をすると

いった観点から、４割程度、公費が公的な保険の特徴として投入されています。また、医療保険は、大き

く分けて被用者保険と地域保険の２種類があり、被用者保険は、中小企業のサラリーマンなどが加入する

協会けんぽ、主に大企業のサラリーマンが加入する健保組合などがあり、地域保険には、75 歳以上の方が

加入する後期高齢者医療制度、その他の 75 歳未満の方が加入する国民健康保険というものがあります。 
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 これは、各保険者を比較したもので、保険者によって、加入者の平均年齢や、１人当たり医療費、所得

など大きく異なっている状況になっております。 
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 そういった年齢による医療費や所得の違いなどを考慮して、医療費の患者負担割合については、原則１

割から３割の負担をしていただいているわけですが、この 75 歳以上のところの一定所得以上の２割負担と

書いているところが、本日お話しする令和３年の改正で、１割だったものが２割になったところです。 
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なお、公的医療保険については、原則、１割から３割の患者負担があるのですけれども、一定以上負担

が増えないようにするために、高額医療費という制度があります。このため、先ほど申し上げました、例

えば、１割負担を２割負担にしたからといって、患者負担が一律で、みんな２倍になるというようなこと

はありません。また、公的医療保険については、この医療給付以外にも、出産育児一時金や傷病手当金と

いった現金給付もあります。 
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 繰り返しになりますけれども、公的医療保険については、75 歳以上の後期高齢者医療制度と、75 歳未満

の制度に分かれるわけですが、その中でもう一つ、65 歳から 75 歳のところで、ここは前期高齢者といって、

財政調整をする仕組みがあります。 
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 ここからが、公的医療保険制度の財政の仕組みについての説明になります。まず 75 歳以上の後期高齢者

については、医療費のうち、患者負担部分を除いた保険給付を、大体公費が５割、高齢者自身の保険料が

１割程度、残りの４割を現役世代からの支援金で賄う形になっております。ここで、高齢者の保険料につ

いては、厳密には高齢者負担率というもので決まっております。令和５年では 11.72％となっています。公

費はおおむね給付に対して定率（５割程度）で決まっていますので、高齢者負担率によって、高齢者自身

の保険料で負担するか、現役世代の支援金で賄われるかの線引きが変わってきます。そうして決まった後

期高齢者支援金は、まず、国民健康保険と被用者保険の間で加入者数に応じて按分し、さらに被用者保険

間では、総報酬に応じて按分する仕組みになっています。 
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 この高齢者負担率は、高齢者の保険料で負担する割合ですが、後期高齢者の制度発足当時の平成 20 年に

は 10％だったものが、その後、現役世代の減少による現役世代の支援金負担が増加する分の半分は高齢者

が負担する仕組みになっていて、２年ごとに改定しています。そのため、現役人口の減少に伴って、令和

４年では 11.72％になっています。 
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 このような仕組みにより、結果的にですが、後期高齢者の１人当たり保険料と現役世代の１人当たりが

負担する支援金の推移を見ますと、後期高齢者の１人当たり保険料は、制度発足から十数年経って、大体

20％ぐらい増えているのですが、現役世代１人当たりが負担する後期支援金は、十数年で７割ぐらい増え

てきています。こういったところにも問題意識がございまして、令和５年の制度改正では、後期高齢者医

療に係る財政の仕組みについても見直すこととなりました。 
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 先ほど７ページで申し上げました、65 歳から 74 歳までの前期高齢者に係る財政調整です。これは何かと

言いますと、被用者保険で働いていた方が会社を定年等で退職すると、国保に入ってくることになり、ど

うしても 65 歳から 74 歳の層では、高齢者が国保に多く加入するようになります。それによる負担の不均

衡を是正するための仕組みとなっております。具体的には、各保険者について、前期高齢者の加入率の差

に着目して、仮に全国平均の前期高齢者加入率だったとしたら負担することになるであろう前期高齢者の

給付費の額と、実際に各制度が負担している前期高齢者の給付費を比較して、前期給付費が少なければ差

額を納付金として払い、前期給付費が多ければ交付金としてもらうという仕組みになっています。 
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 この前期調整がよく誤解されるので、もう少し詳しく中身を見てみたいと思います。各保険者の実際の

前期高齢者に係る負担は、前期高齢者納付金に、自分の制度に加入している前期高齢者の給付費を合わせ

たものになります。その上で、先ほどの前期高齢者納付金の算定式を代入して式変形をしていくと、結果

的に一番下のような式になります。仮に、ここですべての保険者で前期高齢者１人当たりの給付費が同じ

であったとすると、一番下の式の括弧部分については、全国の前期高齢者の給付費総額になります。それ

に「全国の加入者数」分の「当該保険者の加入者数」を掛けると、結果的に、各保険者が前期高齢者につ

いて負担する費用は、全国の前期高齢者給付費を各保険者の加入者数で按分したものになるということに

なります。実際にはさらに自分の制度の前期高齢者１人当たり給付費が全国平均よりも高ければ、余分に

負担する仕組みにはなっていますが、基本的には、前期給付費を各制度で加入者数按分したものを、各制

度が負担する仕組みになっています。よく誤解されるのですが、前期納付金は、例えば、支援をする保険

者が決まっていて、その支援対象額が決まっているものについて、加入者数按分して、それぞれの制度が

支援する仕組みではないというところは、ご注意いただければと思います。 
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 こちらは各制度の保険給付や保険料、公費に加えて、今ご説明した後期高齢者支援金、前期調整に係る

収支状況を図示したものになっております。 
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 こちらは、上の段が年齢階級別に見た医療費、下の段が年齢階級別に見た保険料負担と患者負担の仕組

みになっています。この図を見ても分かるように、医療費自身は高齢期に集中していますが、先ほど説明

させていただきました後期高齢者支援金などもあって、保険料負担は現役の方が中心になっていることが

見て取れるかと思います。 
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 こちらは医療費の最近の動向ですが、年によってばらつきはあるのですが、年々医療費は増加してきて

おりまして、後期高齢者の医療費の割合も、高齢化などにより毎年高まってきている状況です。 
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 この医療費の伸び率を人口要因や高齢化要因に分解したものがこちらです。年によって凸凹はするので

すが、大体、２％少々ぐらいの平均で伸びています。その中で、高齢化による伸びの要因は１％少々で、

医療費の伸びの半分ぐらいが高齢化によって伸びているということが分かります。 
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 将来の医療費に関係する、今後の人口動向を見ますと、まず 2025 年に向けて団塊の世代が後期高齢者入

りしていき、2025 年にはすべての団塊世代が後期高齢者になるという状況です。その後も、緩やかに高齢

者数は増加し続け、2040 年代にピークを迎える形になっています。一方で、生産年齢人口は毎年ずっと減

少し続け、加速度的に減少幅が大きくなっていく状況です。 
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 そのような中で、2040 年に向けての医療費の将来見通しを見たものがこちらになります。足下でＧＤＰ

比８％ぐらいだった医療費が、2040 年には 10％ぐらいまで伸びていき、保険料負担も同じように伸びてい

く形になっています。 
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 このような背景も踏まえまして、令和３年度には、全世代型社会保障制度を構築するための健康保険法

等の一部を改正する法律が国会で可決され、公布されました。 
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 法案の提出にあたりましては、まず、総理を議長とした政府における検討会議として、全世代型社会保

障検討会議が開催されました。法案提出の前年、令和２年 12 月には、全世代型社会保障改革の方針取りま

とめがなされました。 
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 その中では、少子化対策として、令和４年度から不妊治療の保険適用なども触れられておりました。ま

た、この中で、後期高齢者の窓口負担について、一定所得以上の方は、これまで１割負担だったものを２

割負担にすることなどが触れられております。 
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 そういった検討会議の取りまとめなどを踏まえまして、国会の審議を経て成立したものが、令和３年の

改正法です。特に、子ども・子育て支援や全世代的な内容として、１（１）の高齢者の２割負担の導入、

２（１）の育児休業中の保険料免除要件の見直し、（２）の国保の子どもの均等割保険料の減免措置の導入

などがあります。 
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 １（１）の高齢者の２割負担の導入は、すでに法律を受けて、昨年 10 月から施行されていますが、財政

影響については、単年度ベースで高齢者の給付が 1,880 億円減少し、それに伴い、現役世代が負担する後

期高齢者支援金が 720 億円の減、高齢者自身の保険料が 180 億円の減、公費が 980 億円の減との見込みに

なっていました。 
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 こちらは、具体的な２割負担の方の対象の所得基準ですが、基本的には後期高齢者の所得の概ね上位 30％

に当たる課税所得 28 万円以上という一定以上の収入のある方が２割負担となりました。 
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 こちらは当時の試算ですが、後期高齢者１人当たりの窓口負担が平均でいくら増加するかを示したもの

です。１割負担だと、高齢者で年間 8.3 万円ぐらいであったものが、２割負担になりますと 11.7 万円にな

る見込みでした。これに配慮措置が設けられましたので、実際には、10.9 万円となるとの見込みでした。

先ほども申し上げたように、高額療養費の制度がございますので、１割負担が２割負担となったからとい

って、自己負担が単純に２倍になるわけではないことは、このようなところからも見て取ることができま

す。 
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 こちらは現役世代の後期高齢者支援金の見通しです。団塊の世代の方が後期高齢者になる 2022 年から

2025 年にかけて、後期高齢者支援金は急激に増大するわけですが、この高齢者の２割負担導入によって、

一定程度その増加が抑制される見通しとなっております。 
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 こちらは２（２）の子どもに係る、子どもの均等割の減免措置です。市町村国保は応益割と応能割とい

う２階建ての保険料算定方式になっており、さらに、応益割については、加入者数で按分する均等割と、

世帯で按分する平等割があります。このうち、加入者数で按分する均等割について、子どもはその半分を

減額する仕組みを、この改正で導入することとしました。 
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 最後に、令和３年度改正の財政影響試算の結果ですが、先ほども申し上げた高齢者の２割負担の導入に

よって、給付費 1,880 億円減がありますが、この給付減については国会審議の中でも非常に多くの審議時

間を使うことになりました。このような窓口負担割合の見直しを行う際の財政試算では、給付率が削減さ

れた分の給付減は見込むのですが、それに加えて、窓口負担が上がることによって、高齢者の受療行動が

変化する効果も一定程度見込んでいます。1,880 億円の概ね半分ぐらいの 900 億円ぐらいがそれに該当しま

すが、窓口負担引き上げにより受療行動が変わることによって高齢者の健康が害されるのではないのかと

いう指摘を受けました。もう一つ、そもそもこの見込み方の試算式は正しいのかというところまで、結構、

国会で厳しく非難され、審議時間の多くがそれに費やされました。 

 

 その具体的な見込み方ですが、窓口負担が上がることによって受療行動が変化することを、いわゆる長

瀬効果と呼んでいて、この式を長瀬式と呼んでいます。これは過去の同様の改正を行ったときに、どれぐ

らい受療行動が変化したかを、簡単な二次式を仮定してパラメータ推計をして、それを制度改正に当ては

めることでやっております。 

 

 当時の見込みですと、対象となった方の大体 2.6％ぐらいは、受療行動の変化で受診抑制が行われるので

はないかと見込んでおりましたが、実際、2022 年 10 月に施行されて半年程度しか経ってないないですが、

実績を見てみると、実際に、大体マイナス２％からマイナス 4.1％ぐらいの受療行動の変化はあったのでは

ないかと検証されております。 
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 いずれにしても、国会で附帯決議の中でもこの長瀬式に触れられまして、しっかり研究するようにとい

うご指摘もいただきました。高齢者の２割負担の影響は今後も注視していかないといけないと思っており

ます。 
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その他、この改正の附帯決議の中では、国保の産前産後の保険料見直しや、後期高齢者の賦課限度額の

見直しなど、令和５年改正につながるものも何点か触れられております。 
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 次に、今年成立しました、全世代型社会保障、持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等

の一部を改正する法律でございます。 
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 この法律改正に先駆けまして、総理を本部長とする全世代型社会保障構築本部、その下に、全世代型社

会保障構築会議が設置されまして、 

18-34



 

 

１年間ほど議論が重ねられております。 

 その結果、令和４年 12 月、全世代型社会保障構築会議報告書が取りまとめられました。 
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 その中では、 
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子ども・子育て支援関係でいうと、出産育児一時金の 42 万円から 50 万円の引き上げや、この出産育児

一時金の費用について後期高齢者からも一部費用負担をする仕組みの導入や、 
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高齢者の保険料のあり方、そして高齢者負担率の見直し、先ほどご説明させていただきました、前期調

整の部分的な総報酬調整の導入などが触れられております。 
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 それらを踏まえて、今回、国会で成立したものが令和５年の改正法になっております。 
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 改正事項はここに書いているとおりでして、本日は、その中でも特に、Ⅰの出産育児一時金の 50 万円の

引き上げと、それを高齢者も負担する仕組みの導入について、Ⅱの高齢者負担率の見直し、Ⅲの前期調整

の総報酬調整の導入についてお話しさせていただきたいと思います。 
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 まず、出産育児一時金の関係ですが、出産にかかる費用は年々増加していまして、前回改正したときは

42 万円ぐらいでしたが、今回は、全施設で、平均すると 50 万円ぐらい費用がかかっているということで、

42 万円から 50 万円まで引き上げることになりました。 
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 そして、こちらの方が制度的なものですが、子ども・子育てを全世代で支援するという観点から、これ

までは各保険者がそれぞれの出産育児一時金の費用を負担していたところ、後期高齢者にも出産育児一時

金の費用の一部を負担いただく仕組みを導入することとしました。具体的には、現役世代と後期高齢者の

所要保険料の比率から、全体の費用の７％程度を後期高齢者にも負担していただくという仕組みになって

おります。 
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 また、出産の費用については、今後、医療機関ごとの状況について見える化を進めていくこともこの中

で示されております。 
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 また、先ほど後期高齢者が負担する割合を７％と申し上げましたが、令和６年については、経過措置と

してその半分程度を負担していただくことになっております。各制度の財政影響は表のとおりですが、出

産育児一時金の引き上げに伴う費用も、後期高齢者も含めて全体で賄う仕組みとなっております。 
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 ２点目の高齢者負担率の見直しについてです。冒頭でも触れましたが、後期高齢者の保険料負担の割合

を決める高齢者負担率については、これまでは現役世代の減少のみに着目して改定してきており、制度発

足時と比べて、現役世代の負担は 1.7 倍、後期高齢者は 1.2 倍程度となっており、2025 年に向けてその傾

向はまだ続くと見込まれていたために、見直そうということになりました。具体的には、介護保険では高

齢者の１人当たり保険料の伸び率と現役世代の１人当たり保険料の伸び率は同じになるようになっている

ことを参考にして、後期高齢者支援金も高齢者の１人当たり保険料の伸びと現役世代の１人当たりの支援

金の伸びが等しくなるようにする仕組みに切り替えることとしました。 
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 その結果、2024 年では、後期高齢者は 820 億円ぐらい保険料負担が増え、その分、現役世代の負担する

保険料が減額される形になっております。 
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 ただ、後期高齢者が負担をするこの 820 億円ほどの改正による増額部分については、まず保険料の賦課

上限額を引き上げると伴に、全額、所得割保険料に乗せることとしました。従いまして、実際に影響があ

るのは所得割保険料がある高齢者のみなので、高齢者全体の４割程度となります。そのうち、さらに年金

収入 211 万円相当以下の方については、令和６年度には改正による影響が出ないように、所得割保険料は

改正によって増えないようにする配慮措置も設けております。 
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 こちらは、この改正による保険料への影響を高齢者の年収別に見た試算になりますが、本日は、説明は

割愛させていただきます。 
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 後に、三つ目の前期高齢者の総報酬調整の導入についてです。こちらは健保組合について、各保険者

の保険料率の分布を平成 23 年と令和３年で比較したものです。保険料率の分布自身が右に寄ってきており

まして、協会けんぽの保険料率は 10％ですが、それを超える健康保険組合の割合も増えてきている状況に

なっております。また、健康保険組合の中でも、保険者間で格差があるという状況です。 
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 そういった中で、保険料率の格差の一つの要因となっているのが、前期高齢者に係る費用負担が実質的

に加入者割になっているということです。そこで、今回の改正では、部分的に、具体的には３分の１ほど

ですが、総報酬調整を導入するものです。式は、このスライドの真ん中あたりにございますが、今まで、

前期高齢者の加入率の違いだけの調整をしていたところに、１人当たり総報酬額の違いによる率も掛ける

形にするものです。 
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 こちらも、各保険者の前期納付金に自制度に加入している前期高齢者の給付費を加えた、各保険者が負

担する前期高齢者に係る費用負担全体について、先ほどと同じような式変形をしますと、結果的には下の

ようになり、各保険者の前期高齢者に係る費用負担全体は、現行制度では加入者数割になっていたところ

が、結果的に総報酬割になっていることが分かるかと思います。 
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 細かいことですが、この前期調整では、自制度における前期高齢者１人当たり給付費に比例して費用負

担が増えたり減ったりする部分もあるのですが、これまでは、それを単年度で評価していたので、加入者

数の少ない保険者や、加入者数はそれなりにいても前期高齢者の加入率が少なくて前期高齢者が少ない保

険者は、毎年のぶれが非常に大きくなり、それ自身が組合健保の保険料率のぶれにつながるという批判も

ございました。これについては、単年度で見るのではなく３年平均で見ることにするという細かい改正も

行うことにしております。 
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 財政影響を見ますと、個々の健保組合間ではプラスマイナスがありますが、報酬の高い健保組合全体で

は 600 億円ぐらいのプラス、負担増になり、協会けんぽなど報酬が低いところは総報酬割調整の導入によ

って負担が下がるという形になっております。 
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 ただ、健保組合の 600 億円の負担増については、今回の改正に合わせて、健保組合の支援として別途 430

億円の支援の仕組みを導入することとしております。 
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 後になりますが、令和５年の改正の中で、国民健康保険については、令和３年の附帯決議でも少しお

話しさせていただきました産前産後の４か月分の保険料を免除する措置を導入することとしております。 
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 ここまでが令和３年、令和５年改正の説明ですが、現在は、先ほど出てきました全世代型社会保障構築

本部の下にこども戦略会議というものができており、 
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「こども未来戦略方針」が、今年６月に閣議決定されています。それについていろいろ議論しているとこ

ろでございます。 
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 その中では、先ほど出てきましたが、出産費用の見える化や、出産の保険適用の検討、国保の子どもの

医療費助成に係る減額措置の廃止、年金の方でもありますが、いわゆる年収の壁の対応として短時間労働

者への適用拡大の検討が進められておりますが、ここでの説明は割愛させていただきます。 

18-58



 

 

 

18-59



 

 

 

18-60



 

 後に、医療保険に対する公的統計の紹介をさせていただきます。 

 

医療保険に関する公的統計については、医療保険をめぐって保険者や医療機関などさまざまな関係者が

いる中で、いろいろな統計があります。その中でも、保険局調査課では、各保険者に関する事業年報や、

医療費の全体の動向を把握する「医療費の動向」といった調査や、「国民医療費」の推計などを行っており

ます。 
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 特に、この「医療費の動向」は、メディアスと呼ぶものですが、2000 年ぐらいから作成していたところ、

近年は、ＮＤＢ、ナショナル・データベースを活用した、より詳細な分析が可能となってきております。

具体的には、調剤レセプトについては 2008 年から、医科レセプトについては 2021 年から、歯科レセプト

については今年の８月から、それぞれＮＤＢを活用した、より詳細な統計が公表されることになっていま

す。これによって、医科、歯科、調剤、すべてでＮＤＢを使った詳細な統計が毎月把握できるようになっ

ています。これまで紙レセプトを集計したものをメディアスと呼んでいましたが、これらのＮＤＢを使っ

た統計を、医科メディアス、歯科メディアス、調剤メディアスと呼ぶこともございます。詳しくは、ここ

にご紹介させていただいておりますサイトを見ていただければと思います。 
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 われわれがこういった「医療費の動向」などで医療費分析を行う場合には、よく医療費を１日当たり医

療費と受診延日数に分解して分析することがございます。受診延日数は延べ患者数を表していまして、１

日当たり医療費は医療の密度、単価を表しているものです。また、受診延日数は、入院については新規入

院件数と平均在院日数に分けて分析することもございます。 
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 これは、コロナ前の令和元年度以降の医療費の動向について見たものです。コロナ前の医療費は毎年お

おむね２％増加していたのですが、令和２年度は、コロナが流行り始めた関係で、急激に医療費が下がり、

その後２年間はその反動もあって４％台の大きな伸びとなっています。そういったこともあり、近年は、

コロナ前と比べて、今どれぐらい水準が戻っているかという見方をすることもございます。例えば、令和

元年度以降３年間で、大体 5.5％、１年当たりに換算すると 1.8％の伸びになっていまして、これはコロナ

前の巡航速度の２％よりは若干低い伸びになっており、令和２年度に減った分は巡航速度で伸びた水準よ

りは低いがだいぶ戻ってきている状況です。 
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 これを診療種類別に要素分解したものがこちらのグラフになりますが、右側が令和元年度と比べ、令和

４年度がどうなっているかを示したものになっております。医療費全体は巡航速度にだいぶ戻っておりま

すが、中身を見ると、受診延日数、患者数は大きく減ったままで、１日当たり医療費、単価の増加で医療

費の増を占めている構造になっています。青色が医療費、赤色が受診延日数、灰色が１日当たり医療費と

なっています。 
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 こちらは、診療科別に見たものであり同様の傾向がありますが、説明は割愛させていただきます。 
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 ここまでは、従前の「医療費の動向」でも分かっていたものですが、ここ以降がＮＤＢを使った医療費

の動向になります。まず、医科入院と入院外について、年齢階級別に近年の動向を見てみますと、令和２

年度のときに医療費が下がったと申し上げましたが、どの年齢層を見ても、入院も入院外も医療費が下が

っていることが分かります。特に 10 歳未満の子どもの医療費の減少が非常に大きかったことが、ここから

も見て取ることができます。一方、近年は４％ぐらいと、通常よりも伸びが大きくて戻ってきているとこ

ろですが、特に入院外について見ますと、45 歳未満の若い世代ほど伸びが大きいことが見て取れるかと思

います。これは、令和２年度には、受診控えや外出控え、マスク着用などの行動変容によって医療費が減

った影響が大きかったのですが、令和３年、４年になると、若い世代では特にコロナの感染者数が爆発的

に増えた影響が大きかったと見ております。 
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 実際に、医科入院外について疾病分類別に医療費の伸びを見たものがこちらです。右側のグラフが各年

度の伸びに対する寄与度になっていまして、令和元年度から２年、３年、４年となっております。オレン

ジ色のところが、特殊目的用コード『新型コロナ』の医療費ですが、令和２年度以降大きくなっています

が、令和２年、３年、４年になるにつれて、コロナの医療費の伸びが入院外医療費増に大きくプラスに寄

与していることも分かります。逆に、令和２年度に大きく医療費が減ったのは、呼吸系疾患がマイナス 2.4％

と大きく寄与していましたが、それも３年、４年にはだいぶ戻ってきているという状況になっています。

なお、コロナや呼吸器系疾患の外来は、特に若年層で伸びが大きくなっている状況です。 
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 こちらは、その他の診療内容別にも毎月、医療費の伸びを分析できるようになったものです。これを見

ますと、新型コロナの診療報酬上の特例やＰＣＲ検査や診療報酬改定の影響など、独特な動きも見られる

のですが、本日は説明が長くなってしまいますので、説明は端折らせていただきます。 

 

 後、調剤医療費の動向でございます。その中で、薬効分類別に薬剤費の伸びを見たものになっており

ます。近年ですと、薬局調剤の中でも、腫瘍用薬がだいぶ処方されるようになっており、コロナの流行と

関係なく腫瘍用薬などは伸びていることが分かります。また、令和４年度については、コロナ治療薬、ラ

ゲブリオなどが保険適用されてきましたので、その影響で、一番右のグラフで黄色のところ、化学療法剤

の伸びが大きく出てきております。また、左の表中、令和２年度を見ますと、呼吸器用薬などの減少が大

きかったことも見て取ることができます。 
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 こちらは、令和４年から保険適用になった不妊治療に係る診療行為の医療費統計になっています。保険

適用になってすぐの頃は、自由診療からの切替もありますので、４月、５月はあまり増えていなかったで

すが、６月以降は大体 80 億円ぐらいまで増えてきていることが分かるかと思います。不妊治療に係る医療

費は、年間で 900 億円程度、概算医療費に占める割合は 0.2％ぐらいで、当初見込んだ程度の不妊治療の保

険適用による影響はあったと見ています。 
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 後になりますが、こちらは、主傷病がコロナの医療費についての動向を毎月プロットしたものになっ

ております。これを見ますと、上は毎月の医療費の動向ですが、2021 年度２月頃に、コロナがオミクロン

株へ切り替わって以降、急に医療費が増えてきていて、その波に伴って医療費が増えていることも分かる

かと思います。実際、令和４年度で主傷病がコロナの医療費は 8,600 億円程度で、医療費全体の２％程度

を占めているという状況になっております。 

 あとは、医科メディアスでは１日当たり医療費なども比較することはでき、例えば、医科入院ですと全

体では１日当たり４万円ぐらいかかるのですが、特殊目的用コード『新型コロナ』ですと１日当たり 7.3

万円ぐらいかかる、入院外だと１日当たり単価で１万円ぐらい医療費がかかるのですが、コロナの場合だ

と 1.6 万円ぐらいかかるという状況になっております。 

 

 時間の関係もありまして相当駆け足の説明になってしまいましたが、こちらに記載させていただきまし

たＵＲＬには他にもいろいろ統計が載っておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。本

日はありがとうございました。 
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司会 江郷様、ありがとうございました。このセッションの終了時間まで 15 分ほど残っていますが、まず

は、会場からご質問等あればお聞きしたいと思います。 

 

質問者１ ありがとうございました。お話の中でおっしゃられていたかもしれないのですが、 近、物価、

インフレーションの影響と薬価の変動で、収支にどのくらい影響が出ているのかというお話もあるのかと

思うのですが、将来収支の見込みを立てる上で、その影響をどう見込んでいるのかお教えいただければと

思います。 

 

江郷 ご質問ありがとうございます。物価変動などの影響を、将来の収支でどのように見込んでいるかと

いうお話ですが、収支というよりは、スライドの 20 枚目のように医療費や給付費の将来見通しを作る際、

物価や賃金をどのように見込んでいるかということになりますと、この将来見通しを作るときにいろいろ

な伸び率の設定をしています。過去において将来見通しを検討するときに、過去の診療報酬改定の状況や

医療費の伸びがどのようなものと相関が深いかなどを分析しまして、医療費の伸びの設定として２通りほ

ど考えられています。 

一つは、医療費の伸びはＧＤＰの伸びとの連動が大きいのではないかという考え方から、ＧＤＰの伸び

と医療費の伸びの関係式を作り係数を推計し、大体ＧＤＰの伸びの３分の１に加えて医療の高度化で 1.9％

ぐらい伸びるという仮定で設定したものがこちらの将来見通しの伸びの①となっております。 

 もう一つの伸び率の設定方法は、医療にかかる費用は大体、医師などにかかる人件費が半分ぐらい、材
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料費が半分ぐらいの構成となっていることから、物価（材料費）と賃金（人件費）の伸びのそれぞれ半分

程度をもとに、あとは過去の実績医療費の伸びとのずれが大体 0.7％ぐらいありますので、物価と賃金の平

均＋0.7％の伸び率で見通しを作ることをやっております。将来見通しという観点でいうと、このようにＧ

ＤＰ比に連動するという見方に対応する「ＧＤＰの３分の１＋1.9％」の伸びか、もしくは、「物価と賃金

の伸びの平均＋0.7％」という伸びを設定しています。もっと短期的な物価の変動や薬価改定などの影響に

ついては、将来見通しというよりは、別途実態などを見ながら議論していくものでございます。 

 

司会 ありがとうございます。その他、何かご質問等ございますでしょうか。 

 

金村 個人会員の金村と申します。スライド 18 ページで、先ほど何回か言われた、国民医療費の伸びの巡

航速度は大体毎年２％ぐらいだという話で、私もその認識で、15 年ぐらい前はずっと、もっと言うと、20

年ぐらい前までは大体３％ぐらいのイメージでいた記憶があるのです。それは、正確に言うと、診療報酬

改定と、あとは土日は医療が差し控えられる曜日調整と、表の④の診療報酬改定で調整したら、大体、毎

年２～３％の増加で毎年変わらないような状況であった、そこからプラスマイナス 0.5％の範囲でしか動か

ないという認識でいました。ところが、このグラフを見ていると、ここ２、３年はコロナの影響で動きが

変わっていて、①と④のところを差し引いても２～３％からの大きな変動が、全然違うという数字になっ

ているように見えます。その原因として、何か特定の高額薬剤等の影響があったりなどしたのですが、そ

れだけで説明がつかない状況があって、ここは何か 近、医療費の伸びの動きが変わってきた、もしくは

何かこのような要因なのだはということがあるのでしょうかという質問です。 

 

江郷 ご質問ありがとうございます。大体医療費の伸びは２％少々ぐらいと申し上げましたけれども、こ

れを見ると、確かに近年は想像以上に凸凹していることはおっしゃるとおりだと思います。特に、ご指摘

の中にもありました、令和２年以降は、コロナによって受療行動が大きく変わって一回大きく下がったも

のが戻ってきている、その後コロナが爆発的に流行ったなどで、伸びが非常にばらついていることは、そ

のとおりです。 

 もう一つ、ご指摘の中にもありました、高額薬剤の影響ということですと、例えば、平成 27 年度は 3.8％

と非常に大きな伸びになっており、「その他の伸び」が 2.9～３％ぐらい伸びています。それが平成 28 年度

にはマイナス 0.5％と急に落ちています。ここの部分は、おっしゃったとおり、高額薬剤、Ｃ型肝炎のお薬

がちょうど平成 27 年に出まして、これが結構高いお薬で、患者さんが出てくるのを待っていたというお薬

で、平成 27 年に一気にそこで大量に使われたことで、いきなり医療費が伸びました。ただ、このお薬は結

構効きが良く、使うと治るというようなお薬だったので、これまでたまっていた患者さんが一気に捌けて

翌年度は落ち着いた影響で、平成 27 年度の反動が出て、平成 28 年度は医療費が下がったという形になっ

ています。 

 そのような形で、コロナや高額薬剤の関係で出たり、引っ込んだりというところもあるのですが、逆に、

そのようなところを除きますと、③のところの高齢化の影響はコンスタントに１％台ぐらいの数字で推移

しておりますし、その他の部分については、先ほどの凸凹しているところを除けば１～1.6％ぐらいになっ

ています。高額薬剤などの変動要因はあるのですが、私の認識としては大体２％ぐらいが巡航速度と思っ

ています。 
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金村 ありがとうございます。 

 

井出 ありがとうございます。それでは、それ以外に何かございますか。お願いします。 

 

植田 ＧＰＩＦ調査数理部の植田です。よろしくお願いします。今日、令和３年、令和５年の法改正の説

明があったのですけれども、その法改正の関係で質問が一つと、あとは、統計の関係で質問が一つという

ことで。 

 まず法案、令和３年、令和５年と改正をして、子どものことについていろいろ検討されているというこ

とだと思っています。今後、その子どもの関係の議論がどのような方向性で進んでいくのか、厚生労働省

としてはどのように見ているのか、もう少しご説明いただきたいということが、法律の関係の質問です。 

 もう一つは、 後の「医療費の動向」メディアスの説明をいただきましたけれども、あれは統計上は電

算処理されている部分だけの集計になっていると思うのですが、全体で今、どのぐらいのカバー率がある

のかというところを少し補足していただけると。 

 

江郷 ご質問ありがとうございます。今後の展開ですが、こども未来戦略会議で、全世代型社会保障とい

う文脈で子ども・子育て支援をしっかりやっていこうという話になっておりますが、その中で、医療保険

も大きく関わってくるかと思っております。特に、出産関係で言えば、出産の保険適用なども検討するよ

うに言われておりますが、一概に保険適用するにはいろいろな問題や課題も多いと思います。そのような

ことをしっかり検討していくことや、今回、出産育児一時金を上げるときにもお話が結構出てきたのです

が、便乗値上げといいますか、出産育児一時金を上げるから出産費用が上がるのではないかなど、いろい

ろ言われておりました。そのようなものにもしっかり対応するために、出産費用の見える化として、医療

機関ごとにかかった費用をきちんと出していくという仕組みを作ろうとしております。それを着実にやっ

ていって、出産費用がしっかり分析されていく中で、保険適用のようなことも考えていくのも、一つある

かと思っております。 

 あとは、 近言われております子ども・子育て支援の財源について、徹底的な歳出改革や社会保障負担

軽減などによって実質的な負担増はしないという話や、子ども支援金の話もあります。今後も高齢化に伴

って医療費や歳出が増えていきますので、そのような中でどのように保険料負担などを抑えていくのかと

いうことについては、今のところまだやれることがすべて出尽くしたわけではないと思いますので、しっ

かり考えていかないといけないと思っています。また、医療費の適正化についても、次期適正化計画もも

うじき作られますが、そのようなところもしっかり取り組んでいかないといけないと思います。 

 あとは、年金の方でもありますが、適用拡大をきちんと進めていかないといけないのかと。医療の方で

いいますと、特に今被扶養者の方は負担が増えるだけなどいろいろ問題があるとは思います。一方で、社

会全体として適用拡大を進めていくことは、当然必要なものとの認識で進められていると思います。当面

の対処だけではなくて、しっかりと根本的に適用拡大を進めていくということは、やっていかないといけ

ないと思っているところでございます。 

 後のご質問、医科メディアスや調剤メディアスなどのＮＤＢを使ったメディアスについてです。昔か

ら、ＮＤＢはもう平成 20 年代から始まっているのですが、なぜ統計に使ってこなかったかというと、一つ
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は、システムを作っていなかったということもあるのですが、おっしゃられたように、ＮＤＢは電算化さ

れたものしか登録されておらず、紙レセプトのようなものが入っていないので、電算化されたレセプトの

比率である電算化率が高まらないと、ＮＤＢの統計を作っても、なかなか医療費全体の動向を見ることが

できないという欠点がございました。特に、歯科は電算化が遅れておりまして、遅くから始めたというこ

ともあり、歯科メディアスを作るのは今年になるぐらいまでかかったというところです。実際に今見ます

と、大体、件数ベースでいくと、もう 98％から 99％ぐらいは電算化されているというような状況です。入

院の電算化率が少し低いのですけれども、紙レセプトも含めた医療費の動向は大体見られるようになって

きたのかと思います。ただ、今日は触れませんでしたが、コロナ禍で紙レセプトがまたたくさん増えると

いう状況がありました。コロナ禍の動きによって、ＮＤＢを使った状況と、紙レセプトも含んだ状況とで、

若干伸び率が違う統計が出てくるようなこともありましたが、いずれにしても、大部分は使えるようにな

ってきている状況になっています。 

 

司会 ありがとうございます。Slido で質問が一つ出ておりまして、そちらを読み上げさせていただきます。

昨今、高齢化が進んできているところですが、75 歳以上、後期高齢者の健康状態の改善から後期高齢者の

定義が 75 歳からであるあたりについて、このままなのか、それとも引き上げるのか、そのようなところの

検討はなされているのでしょうか。 

 

江郷 ご質問ありがとうございます。１人当たり医療費のカーブは、高齢期になるほど高くなることはグ

ラフで見て分かります。本日のスライドには付けてはいないのですが、経年比較で年齢別の受療率のカー

ブを見ますと、結構年齢が高い方にシフトしてきており、ご指摘のとおり、同じ高齢者と言っても 10 年前

の高齢者よりも、今の高齢者の方が受療率は相当低くなってきている状況もございます。受療率が下がる

ことは、いろいろな原因があると思いますが、そもそも高齢者の方が昔よりも元気になったということも、

学会などで発表されているかと思います。医療の中身が効率化されて、受療率が下がっているという部分

もあるかと思うのですが、いずれにしても受療率が結構下がってきていて、昔に比べれば、同じ 75 歳で見

ても、医療費が低めに出てくる、受療率自身が下がってきていることはご指摘のとおりかと思います。 

 ただ、現状といたしまして、医療保険制度として、75 歳以上を後期高齢者医療制度、65 歳から 75 歳を

前期高齢者として調整をするといった仕組みそのものについて、年齢を引き上げていくような議論は、今

のところ出てきておりません。ただ、例えば、後期高齢者医療制度の前身の老健制度では昔は 70 歳が境だ

ったのですが、５年ぐらいかけてゆっくりと 75 歳に引き上げたという経緯もございます。今後の様子を見

ていく中で、さらに引き上げてもいいのかどうかという議論が湧き上ってくることがあれば、当然、そう

なったときに議論を経て見直すことはあるのかと思いますが、今のところ、そのような議論は湧き上がっ

ていないのが現状でございます。 

 

司会 ありがとうございます。その他、ございますでしょうか。もう少し時間がございますが。 

 

質問者２ すみません、ご講演、ありがとうございました。非常に素人っぽい質問なのですけれども、こ

のコロナで医療体制のようなものの弱さが指摘された気がします。政府の方でいろいろ財源的な手当をし

ても、それがうまく行き届かなかったというような問題も、新聞などで報じられています。今日のタイト
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ルと関係が深いかどうか分かりませんが、それについての課題や、もう一つ、そのような議論の中で、ゼ

ネラル・プラクティショナー（ＧＰ）のような話も何か出てきますけれども、そのようなものとの関係や、

日本の医療体制の課題など、考えられていることがあれば教えていただけますでしょうか。以上です。 

 

江郷 ご質問ありがとうございます。今回の新型コロナの流行では、本当に医療現場などは非常に混乱を

極めて、病床の確保などで大変手間取ったり、逆に、初めの頃は受診抑制があまりにも激しかった関係で、

診療所などの収入が一気に減ってしまって大変なことになったり、ばたばたしたということが本当におっ

しゃるとおり起こりました。今まで見たことがないような経験だったと思います。その中で、病床の確保

などの医療提供体制の話になると、保険局よりも医政局の話になるのですが、今回の新型コロナウイルス

感染症の対応について、現在得られた経験・知見といったものを将来に残していこうということで法整備

も今回させていただくなど、次回あったときは同じようにばたばたしないように準備を少しずつさせてい

ただいている状況ではございます。 

 

質問者２ ありがとうございました。 

 

江郷 ありがとうございます。 

 

司会 ありがとうございます。 後は、Slido でもう一つ出ましたので、読み上げさせていただきます。全

世代型社会保障の改革案によって、20 年後の医療費はどのぐらい少なくなる結果となっているのか、お願

いします。 

 

江郷 ご質問ありがとうございます。スライド 20 枚目にある医療費の将来見通しをみると、 
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スライドの一番右の 2040 年ですが、概ね 20 年後ぐらいにむけて高齢化などにより医療費は伸びる形にな

っております。医療費がただどんどん伸びていいという話ではなく、適正化していくことも非常に大事で

はありますが、ただ、全世代型社会保障の構築という理念は、医療費自身を抑える話というよりは、例え

ば、給付や負担のあり方について、今までは高齢者が受益の中心で、現役世代が負担の中心になるという

考え方ではなく、どの世代の方にあったとしても負担能力に応じて負担をしていただくことによって、医

療保険制度など持続可能なものにして、みんなが安心して暮らせる社会を作っていくのを目指していくも

のと考えております。 

 

司会 ありがとうございました。皆様のご協力もあり、ちょうどお時間になりましたので、このセッショ

ンを終了させていただきたいと思います。江郷様、本日はご講演いただき大変ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして、セッション「全世代型社会保障の構築に向けた医療保険制度の対応と公的

統計について」を終了させていただきます。 
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